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資料４



１　特別養護老人ホームの居室類型
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２　国の基本指針（案）

「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針の全部を改正する件」より

第三の一の５(三)施設における生活環境の改善（抜粋）

　平成３７年度の入所定員の合計数のうちのユニット型施設

の入所定員の合計数が占める割合については，参酌標準であ

る５０％以上（そのうち地域密着型介護老人福祉施設及び指

定介護老人福祉施設の入所定員の合計数のうちのユニット型

施設の入所定員の合計数が占める割合については７０％以

上）とすることを目標として定めるよう努めるものとする。
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３　柏市特別養護老人ホーム設備運営基準

　　条例の規定（平成25年4月1日施行）

第３条　※国の基準省令に拠る
　１の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者への
サービスの提供上必要と認められる場合は、２人とすること
ができる。

第７条
　ユニット型特別養護老人ホームのユニットの１の居室の定員
は、１人とする。

第１２条
　ユニット型地域密着型特別養護老人ホームのユニットの１の

居室の定員は、１人とする。　　　　　
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４　柏市における特別養護老人ホームの

　　整備状況　　　　　　平成29年12月1日現在

※千葉県におけるユニット化率（平成28年度実績）　４６．９％

種別 従来型多床室
(２～４人部屋)

従来型個室 ユニット型
個室

合　計

広域型特養 　９施設
６０８床

(５０％)

１施設
６０床
(４％)

　８施設
６８４床

(５１％)

　１８施設
１３５２床

(１００％)

地域密着型

特養
０ ０ 　６施設

１６３床

(１００％)

　　６施設
　１６３床

(１００％)

合　計 　９施設
６０８床

(４０％)

１施設
６０床

(４％)

１４施設
８４７床

(５６％)

　２４施設
１５１５床

(１００％)
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５　柏市における特別養護老人ホームの

　　待機者の状況　　　　　平成29年10月1日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※（　）内の人数 　→　待機者数 ÷ 定員数 ＝ 定員１人あたりの待機者数

種別 従来型多床室 従来型個室 ユニット型
個室

合　計
（延べ人数）

広域型特養 ８３５人
(１．３７人)

５０人
(０．８３人)

５７６人
(０．８６人)

１，４６１人
(１．０９人)

地域密着型
特養 ー ー

２６６人
(１．６３人)

２６６人
(１．６３人)

合　計 ８３５人
(１．３７人)

５０人
(０．８３人)

８４２人
(１．０１人)

１，７２７人
(１．１５人)
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６　市民のニーズ（待機者アンケートより）①

■問12. 入所する特別養護老人ホームを選ぶ場合、どの点を重視し
ますか。（あてはまる番号１つに〇）
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■問13．特別養護老人ホームへの入所の順番が回ってきた場合，

毎月の支払がいくらまでならすぐに入所を決断しますか

（あてはまる番号１つに〇）
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７　市民のニーズ（待機者アンケートより）②

20
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８　多床室とユニット型個室の居住費等

(1) 居住費の基準費用額
※基準費用額・・・施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額

◎特別養護老人ホーム３０日あたりの多床室とユニット型個室の居室料の差額

　多床室２５，２００円 　ユニット型個室５９，１００円 　差額３３，９００円

(2) 食費の基準費用額

　 １，３８０円／日（３０日あたり４１，４００円）

◎多床室，ユニット型個室とも同額

種　別 従来型多床室 従来型個室 ユニット型
個室　

ユニット型
準個室

特別養護
老人ホーム

８４０円／日 １，１５０円

／日
１，９７０円

／日
１，６４０円

／日

介護老人
保健施設

３７０円／日 １，６７０円

／日
１，９７０円

／日
１，６４０円

／日
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９　特別養護老人ホームのサービス利用料

　　３０日あたりのサービス利用料の自己負担額のめやす

　

　→ 要介護３（１割負担）の方の３０日当たりの自己負担額

　　（居住費，食費，サービス利用料）の合計額のめやす

　　■多床室　　　　　　合計　約　８８，０００円　　

　　■ユニット型個室　　合計　約１２４，０００円
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10　市内特別養護老人ホーム運営事業所の意向

　　（平成29年8月実施のアンケートより）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　※全24事業所が回答

柏市における従来型多床室の特養の整備について

　1　従来型多床室を希望する方が多いため，

　　　整備が必要である。
15

　2   従来型多床室を希望する方が少ないため，

　　　整備は不要である。
9
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11　中核市及び千葉県内の特養の居室の基準

【中核市へ照会　平成29年7月現在】

　基準条例上，従来型多床室の特養の新設を認めているか

　

                                   

                                                                 　　　　※千葉県内では，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　千葉県，千葉市，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　船橋市とも，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　基準条例上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　従来型多床室を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　認めている。
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(1) 中核市における第５期及び第６期の新設特養の整備状況　平成29年7月現在（予定含む）

12　中核市及び千葉県内の特養の整備状況　
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(2) 千葉県内における第５期及び第６期の新設特養の整備状況 平成29年12月現在（予定含む）

※千葉市，東葛北部，東葛南部の１４市に照会



13　柏市の特養の整備状況 平成29年12月21日現在

★右の地図の黄色箇所　

　　第５期及び６期において

　　単体もしくはユニット型との

　　併設で従来型多床室を整備した

　　近隣市

柏市における第５期及び第６期の特養の整備状況（既存施設の増床等を含む）
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14　今後のスケジュール

(1) 柏市健康福祉審議会高齢者健康福祉専門分科会　　   
     平成２９年１２月２１日

(2) 柏市老人福祉施設連絡協議会における説明

　  平成３０年１月中旬

(3) 条例改正（案）について柏市議会へ議案上程

 　 平成３０年３月　 
(4) 改正条例の施行（予定）

　  平成３０年４月１日
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